
公益財団法人 日本少年野球連盟 九州ブロック規約 

 

第１章  総  則 

（名 称） 

第 １ 条 このブロックは、公益財団法人 日本少年野球連盟 九州ブロックと称する。 

（事務所） 

第 ２ 条 このブロックの事務所は、福岡県糟屋郡志免町王子４-４-１ に置く。 

（目 的） 

第 ３ 条 このブロックは、公益財団法人 日本少年野球連盟（以下、「連盟」という。）定款

に基づき、連盟の趣旨に則り、その目的および事業を推進するため、所属支部の動向の掌握

と、連盟の指示または通達事項の伝達とその徹底を期することを目的とする。 

（事 業） 

第 ４ 条 前条の目的を達成するため、次の事業を行う。 

（１）連盟の目的および趣旨に沿った定款の遵守並びに品位保持の管理。 

（２）所属支部及びチームの地区大会開催の承認および管理。 

（３）新規加盟申込みの受付および資格審査と承認。 

（４）選抜チーム編成の場合の選手選考。 

（５）その他前条目的達成のために必要と認められる一切の業務。 

（管 轄） 

第 ５ 条 このブロックは、以下に記す所属支部を管轄し、管轄支部内のチームを統括する。 

   北九州支部、福岡県北支部、福岡県南支部、西九州支部、大分県支部、熊本県支部 

   宮崎県支部、鹿児島県支部、沖縄県支部 

 

第２章  役  員 

（役職、定数及び任務） 

第 ６ 条 このブロックに次の役員を置く。 

  ブ ロ ッ ク 長 １名･････ブロックを代表し、ブロックの業務を統括する。 

  副ブロック長 若干名･･･ブロック長を補佐し、ブロック長不在の場合はその職を代理する。 

  会    計 １名･････ブロックの会計を担当し、財務一般を総括する。 

  監    事 ２名･････ブロックの会計および業務を監査し、必要の都度ブロック会議に報

告する。 

  役    員 若干名･･･ブロック業務を分掌し、部長および委員長の職に就く。 

（役員の選出） 

第 ７ 条 ブロック長は原則として専務理事または常務理事の中から選任された役員を連盟理

事会の承認を得て、会長が任命する。また、ブロック内に在住の理事および理事待遇は役員

とし、その他の役員および監事はブロック会議において選任する。 

（役員の任期） 

第 ８ 条 役員の任期は２年とし、再選重任を妨げない。 

補欠または増員により選任された役員の任期は、前任者または現任者の残任期間と同じとす

る。 



 

（ブロック長の業務内容） 

第 ９ 条 ブロック長の業務は原則として以下の通りとする。 

（１）所属各支部、各チームの声をしっかり把握し、ブロック長会に具申する。 

（２）理事会にはかる議案を審議し、理事会がスムーズに行えるよう準備する。 

（３）必要に応じて臨時ブロック長会の開催を要請することが出来る。 

（４）理事会の決定が担当ブロック内に深く浸透するよう伝達、指導する。 

（５）担当ブロックおよび各支部の経理を指導、監督する。 

（６）所属各支部の総会資料、意見書などを正確にチェックし、指導する（会計報告は会計

部に報告） 

（７）担当支部で企画立案した行事がスムーズに行えるよう指導する。 

（８）支部担当連盟役員を推薦する。（総務部に報告） 

（９）担当ブロック内の新規加盟チームを審査、承認する。（総務部に報告する） 

（10）担当ブロック内の地区大会の申請書をチェックし、交流試合を審査、承認する。 

（企画・運営部に報告） 

（11）担当ブロック内の他リーグとの交流大会、交流試合を審査、承認する。（企画・運営

部に報告） 

（12）担当する連盟主催大会の会計報告をチェックする。（会計部に報告） 

（13）担当ブロック内で起こる問題（トラブル）解決に責任をもって当たる。 

（14）担当ブロック内の休部チームを指導する。（審査・指導部に報告） 

（構成員の義務） 

第 1 0 条 ブロックの構成員は日常から連盟の目的および趣旨を理解し、常に組織の一員として

良識ある行動をし、円滑なブロック運営、大会運営、所属する支部運営ならびに選手の指

導、育成に寄与しなければならない。 

（解 任） 

第 1 1 条 ブロック長が心身に異常をきたし、業務の遂行に耐えられないと認められたとき、ま

たは特別の事情のあるときは、ブロック会議に諮り議決を経て、ブロック長会に報告し、

承認を得た上で役員を解任することができる。 

２．前項に定めた議決を行うに際し、その役員に対し議決前に弁明の機会を与えなければなら

ない。 

（指導および懲戒処分） 

第 1 2 条 ブロック長は所属支部、チーム動向において連盟定款の目的達成の障害となる恐れが

ある場合は、対象支部、チームに対し適切な改善を指導することができる。 

２．ブロック役員、所属支部の役員、チーム指導者、選手その他の関係者が連盟の規約等に違

反し、または社会通念上、少年の健全育成団体の構成員として相応しくない行為を行った場

合は、ブロックの審査・指導部は調査を行うとともに、該当者から事情聴取を行うことがで

きる。 

３．ブロック長は前項における調査の結果を受けて懲戒処分相当と判断する場合は、ブロック

会議の議決を経て連盟本部の審査・指導部と協議したうえで、ブロック長会に報告し、その

承認を得て該当者を懲戒処分することができる。なお、ブロック会議において議決を行うに

ついては、その該当者に対し議決前に弁明の機会を与えなければならない。 

 

 



 

４．前項の懲戒処分の種別と内容は以下の通りとする。 

（１）除  名  連盟の構成員から除籍する処分 

（２）解  任  該当者の役職を解任する処分 

（３）謹  慎  一定期間連盟に関する活動の停止を命ずる処分 

（４）け ん 責  始末書を提出させて文書で将来を戒める処分 

（５）厳重注意  口頭で厳重注意を伝達する処分 

５．前項の懲戒処分のうち、除名、解任、謹慎に相当する事案については、倫理・懲戒規定に

基づき会長が設置する懲戒委員会において審議を行う。 

（執行機関） 

第 1 3 条 このブロックの執行機関はブロック役員会とする。 

（役員名簿の提出） 

第 1 4 条 この規約にもとづくブロック役員が選出された場合には、その役員名簿を遅滞な

く連盟に提出しなければならない。 

 

第３章  会  議 

（会 議） 

第 1 5 条 会議は、ブロック役員会およびブロック会議の２種とし、ブロック会議をブロック

の最高議決機関とする。 

２．ブロック会議はブロック役員およびブロック所属の支部長で構成され、ブロック長が必

要に応じ会議を招集し議長となる。ブロック長が必要と認めるときは他の役員、関係者も

出席し、意見を述べることができる。 

３．事業年度終了２ヵ月前までにブロック会議を開催し、以下の資料を連盟に提出しなけれ

ばならない。 

（１）次年度事業計画書 

（２）次年度収支予算書 

また、事業年度終了１ヵ月以内にブロック会議を開催し、以下の資料を連盟に提出しなけ

ればならない。 

（３）前年度事業報告書 

（４）前年度 収支決算報告書 

（５）役員名簿 

（６）その他のブロック運営に関する重要事項 

４．ブロック会議は総数の３分の２以上の出席で成立し、その表決権の行使を他の出席者に

委任することができる。議案の議決は出席者総数の過半数でこれを決し、可否同数の場合

は議長が決するところとする。 

 

第４章  組  織 

（部会および委員会） 

第 1 6 条 連盟本部の組織に準じ、ブロックに以下の部および委員会を設置し、それぞれ部

長、委員長、委員を置く。 

（１） 総務・会計部 



 

（２） 企画・運営部 

・行事委員会 

・広報・ＩＴ委員会 

・審判委員会 

（３） 審査・指導部 

（４） 国際部 

（５） 賛助制度部 

 

第５章  財産および会計 

（財産の構成） 

第 1 7 条 ブロックの財産は、次に掲げるものをもって構成し、ブロック会議が定める方法

によりブロック長が管理する。 

（１） 支部分担金およびチーム分担金 

（２） 連盟補助金 

（３） 寄付金 

（４） 事業収益金 

（５） その他の収入 

（分担金） 

第 1 8 条 ブロック運営の基礎財源として、統括する支部に分担金を課するものとする。 

ただし、不均等な負担ならびに過重な負担とならないよう充分留意しなければならない。 

２．必要に応じ、ブロック内の各チームに不均等な負担ならびに過重な負担とならない範囲内

の分担金を課すことができる。 

（会計年度および事業年度） 

第 1 9 条 会計年度および事業年度は、いずれも毎年 1 月 1 日に始まり 12 月 31 日に終わる。 

 

第６章  補  足 

 

（連盟定款の準用） 

第 2 0 条 この規定に定めない事項に関しては、すべて連盟定款を準用し、連盟定款に定め

のないものについては、ブロック会議の議決によって決する。 

附  則                     

   このブロック規約は、２０２１年３月２２日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 



公益財団法人 日本少年野球連盟 九州ブロック 会計規定 

２０２１年 3 月 22 日施行 

２０２４年 3 月 17 日改定 

 

（目的） 

第１条 本規定は、日本少年野球連盟九州ブロックの会計について定める。 

（負担金および分担金） 

第２条 加盟チームは、次の分担金を納入しなければならない。 

 １．チーム分担金  小学生の部 年額 10,000 円 

           中学生の部 年額 24,000 円 

 ２．ブロックは、必要に応じ各支部に分担金を課することができる。 

（会計年度および事業年度） 

第３条 会計年度および事業年度は、いずれも毎年１月１日に始まり１２月３１日に終わる。 

（報酬） 

第４条 ブロックの役員等の報酬について定める。 

１． ブロックの役員は無報酬とする。 

２． 審判への報酬は、試合の審判に携わった者に対し、１日 3,000 円の審判費を支給する。

ただし、旅費交通費については必要に応じて、次項に定める旅費交通費に準じて支給す

る。 

（旅費交通費） 

第５条 ブロックの役員等、審判員および動画配信員がブロックの行事で移動した場合の旅費交

通費について定める。 

１． 移動に公共交通機関を使用した場合は規定の運賃を支給する。 

２． 移動に航空機および船舶を使用した場合は実費を支給する。ただし、領収書または請求

書を添付して精算することとする。 

３． 移動に自家用車を使用した場合は走行距離１㎞につき 20 円を支給する。 

４． 上記で有料道路および駐車場等を利用した場合は実費を支給する。ただし、この場合は

領収書又は利用証明書等を添付して精算することとする。（ETC 利用の場合はこの限りでな

い） 

５． 移動にタクシーおよびレンタカーを使用した場合は実費を支給する。ただし、この場合

は領収書又は利用証明書等を添付して精算することとする。 

６． 業務で宿泊を伴う出張を行った場合は宿泊代の実費を支払う。ただし、この場合は領収

書又は利用証明書等を添付して精算することとする。 

 

（費用弁償） 

第６条 ブロックの役員等およびブロックが認めた動画配信員がブロックの業務を行った場合、

また審判員が審判講習会等に参加した場合は、日数に応じ費用弁償として以下の金額を

支給する。ただし、前日の移動日は含まない。 

費用弁償 金 2,000 円 

（会計担当役員） 

第７条 会計担当役員について定める。 

１． 理事・理事待遇の中からブロックの会計担当役員を任命する。 



２． ブロックの会計業務に責任を持つとともに、各支部会計担当者の指導に当たる。 

 

附則 １．ブロックの役員等の中の、支部長の扱いについて 

    ・支部長が、九州選抜大会・九州大会・九州ブロック１年生大会・小学生の部の大会に

参加した場合、ガソリン代は自宅からメイン球場までの距離×20 円で計算する。    

    ・沖縄県支部長の場合は、地域振興開発費が存続する限り、航空費・宿泊代・レンタカ

ー代等すべてを支給する。 

 


